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まえがき 

 

 中央新幹線（東京都・大阪市間）については、全国新幹線鉄道整備法（以下「全幹法」という。）

に基づき、平成 23 年 5 月 20 日、国土交通大臣が、当社を営業主体および建設主体に指名するととも

に、同月 26 日、整備計画を決定し、翌 27 日、当社に対して建設の指示を行った。 

 当社は、中央新幹線の建設主体として、路線建設について自己負担で進めることとしており、まず

は、第一局面として東京都・名古屋市間について整備する。名古屋市・大阪市間については、名古屋

市までの開業後、経営体力を回復した上で着手する計画である。 

 今般、環境影響評価を実施するにあたり、環境影響評価法の一部を改正する法律（平成 23 年 4 月

27 日公布）の趣旨を踏まえ、事業による環境への影響を回避・低減することを目的として、中央新幹

線（東京都・名古屋市間）計画段階環境配慮書（以下「本配慮書」という。）をとりまとめて公表し、

広く意見を募集することとした。 

 本配慮書について頂戴したご意見は、今後の環境影響評価の手続の中で、配意することとする。 
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